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外国籍居民的居民基本台账制度开始实施     外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の住民
じゅうみん

基本
きほ ん

台帳
だいちょう

制度
せい ど

スタート 

从2012年 7月9日起外国人登记

法将被废止，外国籍居民将和日

本人一样登记居民基本台账。 
 

●主要变更点 

・外国籍居民也将作成住民票。 

・外国籍居民在迁出市外时也将需要办理迁出登

记。 

・取消外国人登录证明书，换成《在留卡》以及

《特别永住者证明书》。 

・减轻外国籍居民原本的登记负担。 
 

●可办理住民票的外国籍居民对象 

（1）中长期滞留者（滞留期间超过 3个月以上

者） 

（2）特别永住者 

（3）接受临时庇护或被许可暂时滞留者 

（4）因出生或丧失国际而导致滞留者 
 

●寄送临时住民票 

・为了作成住民票，5月上旬将向大家寄送《临

时住民票记载通知书》，届时请确认内容。 

・如果《临时住民票》有需要更正的地方，请根

据规定办理手续，7月 9日正式转为《住民票》

（如果不需要更正的话不需要办理手续）。 

・有关《临时住民票》的咨询以及手续，除平日

（上午 8点 30 分～下午 5点）以外，5月 26

日（六）和 6月 2日（六）上午 9点～正午/

下午 1点～5 点，5月 27 日（日）和 6月 3日

（日）上午 9点～正午，在市政厅 1楼市民课

可办理。 
 

●注意事项 

 从 7月 9日起，不属于 3个月以上中长期滞留

者及特别永住者的人，或是没有在留资格的人

（包括没有在市政厅登记变更在留期间的人）无

法作成住民票。没有住民票的话无法办理印鉴登

录。有需要的人请办理手续。 
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・外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

にも住民票
じゅうみんひょう

が作成
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がいこくじん
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・外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の従来
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（1）中長期
ちゅうちょうき

滞在者
たいざいしゃ

（3 か月
げつ

を超
こ

えて滞在
たいざい

している人
ひと

） 

（2）特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

 

（3）一時
い ち じ

庇護
ひ ご

許可者
きょかしゃ

または仮滞在
かりたいざい

許可者
きょかしゃ

 

（4）出 生
しゅっしょう

または国籍
こくせき

喪失
そうしつ

による経過
け い か

滞在者
たいざいしゃ

 

●仮住民票
かりじゅうみんひょう

の送付
そ う ふ

 

・5月
がつ

上 旬
じょうじゅん

に住民票
じゅうみんひょう

作成
さくせい

のため「仮住民票
かりじゅうみんひょう

記載
き さ い

事項
じ こ う

通知書
つうちしょ

」を送
おく

りますので、内容
ないよう

の確認
かくにん

をお願
ねが

い

します。 

・「仮住民票
かりじゅうみんひょう

」に修正
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が必要
ひつよう
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て
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つづ

き
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がつ

9日
にち

に「住民票
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」に移行
い こ う

され

ることとなります。（修正
しゅうせい

がない場合
ば あ い

は、手
て

続
つづ

きは不
ふ

要
よう
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＜中国語版
ちゅうごくごばん
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●详细情况 

今后办理方法有可能会变更，详情请参照如下。 

・法务省网站 

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newi

mmiact.html 

・总务省网站 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_

gyousei/c-gyousei/zairyu.html 

・法务省外国人在留综合咨询中心（平日 8点 30

分～17 点 15 分） 

 TEL（0570）013904（仅限日语） 

・总务省外国籍居民基本台账电话咨询室（平日

8点 30 分～17 点 30 分） 

 TEL（0570）066630（仅限日语） 

 

●问询 

 大和市政厅市民课住民异动担当 

 TEL 046（260）5110（仅限日语） 
 

●詳細
しょうさい

情報
じょうほう

 

 今後
こ ん ご

取
と

り扱
あつか

いが変更
へんこう

される場合
ば あ い

があります。詳細
しょうさい

は以下
い か

を参照
さんしょう

してください。 

・法務省
ほうむしょう

ホームページ 

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newi

mmiact.html 

・総務省
そうむしょう

ホームページ 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gy

ousei/c-gyousei/zairyu.html 

・法務省
ほうむしょう

外国人
がいこくじん

在留
ざいりゅう

総合
そうごう

インフォメーションセンター 

（平日
へいじつ

午前
ご ぜ ん

8時
じ

30分
ふん

～午後
ご ご

5時
じ

15分
ふん

） 

TEL（0570）013904（日本語
に ほ ん ご

のみ） 

・総務省
そうむしょう

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

電話
で ん わ

相談室
そうだんしつ

 

（平日
へいじつ

午前
ご ぜ ん

8時
じ

30分
ふん

～午後
ご ご

5時
じ

30分
ふん

） 

 TEL（0570）066630（日本語
に ほ ん ご

のみ） 
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 大和
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し み ん か
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じゅうみん

異動
い ど う

担当
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 TEL046（260）5110（日本語
に ほ ん ご

のみ） 

有关在留卡的问答                                         在 留
ざいりゅう

カードに関
かん

する質
しつ

問
もん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现在手持的外国人登录证明书是否需要马上换

成在留卡？ 

在导入新的在留管理制度后，不需要立刻换在

留卡（想换的人也可以办理）。从改订法实施

日起一定期间内，中长期滞留者所持有的登录

证可以替代在留卡。 

有关永住者身份以外的人的具体换证方式，基

本为制度导入后办理在留资格更新时领取新

的在留卡。持有永住者身份的，原则上在新制

度开始后必须在 3年以内申请领取在留卡。 

给外国人发行的在留卡，是否和现行的外国人登录

证一样，可以记载简体字等汉字姓名以及通用名？

在留卡上的姓名，原则上登记为注音字母，同时

可以加注汉字，加注汉字时，简体字等将会置换

成正字（注）范围内的汉字。另外，通用名因为

不属于在留管理的必须信息不予登载。 

（注）根据法务省的告示，对正字的范围以及标

记原则有所规定。 
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することとなります。永住者
えいじゅうしゃ

の方
かた

について

は，新
あたら

しい在留
ざいりゅう

管理
かん り

制度
せい ど

導入後
どうにゅうご

，原則
げんそく

として3年
ねん

以内
いな い

に在留
ざいりゅう

カードの交付
こうふ
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外国人
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とうろく

証明書
しょうめいしょ
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じ
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など

の漢字
かん じ

氏名
しめ い

や通
つう

称名
しょうめい

も記載
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されるのでしょうか？ 
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なります。その際
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，簡体
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字
じ

等
など

は正字
せい じ

（注
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はん い

の文字
も じ

に置
お

き換
か

えて券
けん

面
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きさ い

されます。なお，通
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せいじ

の範囲
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など
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きて い
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司法援助中心 开始外语服务                                  法
ほう

テラス 外国語
がいこくご

対応
たいおう

の開始
かい し

 

司法援助中心地方事务所可提供翻译服务。但仅限

于前来事务所访问咨询，不受理电话咨询业务。 

司法援助中心是由国家成立的为大家解决司法问题

的“综合性咨询部门”。 

 ●可利用时间  

 周一到周五 上午 9点到下午 5点 

 ●可利用语言 

 英语/华语/葡萄牙语/西班牙语/菲律宾语 

法
ほう

テラスの地方
ち ほ う

事務所
じ む し ょ

において、通訳
つうやく

を行
おこな

います。ただ

し、法
ほう

テラス事務所
じ む し ょ

に来訪
らいほう

した場合
ば あ い

のみ利用
り よ う

できます。

電話
で ん わ

で問
と

い合
あ

わせることはできません。 

「法
ほう

テラス」とは国
くに

によって設立
せつりつ

された法的
ほうてき

トラブル解決
かいけつ

のための「総合
そうごう

案
あん

内所
ないしょ

」です。 

 ●利用
り よ う

できる日時
に ち じ

 

 月曜
げつよう

～金曜
きんよう

 午前
ご ぜ ん

9時
じ

～午後
ご ご

5時
じ

 

 ●利用
り よ う

できる言
げん

語
ご

 

 英語
え い ご

／中国語
ちゅうごくご

／ポルトガル語
ご

／スペイン語
ご

／タガログ語
ご

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

取代与住民票有着相同效果，用于办理各种

手续的现行登录原票记载事项证明书，在启

动新的在留管理制度后应该到哪里办理

呢？ 

属于在留卡交付对象的，根据改订后的住民

基本台账法，应该到所居住的市区村镇作成

住民票，和一般日本公民一样，可以到市区

村镇的窗口办理领取住民票复印件。 

現在
げんざい

住 民票
じゅうみんひょう

の写
うつ

しと同様
どうよう

の効果
こ う か

で各種
かくしゅ

手続
てつづき

に

利用
り よ う

されている登録
とうろく

原票
げんぴょう

記載
き さ い

事項
じ こ う

証明書
しょうめいしょ

に代
か

わる証明書
しょうめいしょ

は，新
あたら

しい在留
ざいりゅう

管理
か ん り

制度
せ い ど

の導入後
どうにゅうご

はどこで交付
こ う ふ

を受
う

けることができますか？ 

在留
ざいりゅう

カードの交付
こ う ふ

対象
たいしょう

となる方
かた

は，改正
かいせい

された

住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳法
だいちょうほう

に基
もと

づき，お住
す

まいの市区
し く

町村
ちょうそん

で住民票
じゅうみんひょう

が作成
さくせい

され，現在
げんざい

の日本
に ほ ん

国民
こくみん

と

同様
どうよう

，市区
し く

町村
ちょうそん

の窓口
まどぐち

で住民票
じゅうみんひょう

の写
うつ

しの交付
こ う ふ

を受
う

けることができるようになります。 

外国人咨询者 

司法援助中心职员 

翻译 

（电话） 

●地図
ち ず

１ 

神奈川
か な が わ

地方
ち ほ う

事務所
じ む し ょ

 

横浜市中区
よこはま し な か く

山下町
やましたちょう

２
 

 産業
さんぎょう

貿易
ぼうえき

センタービル10F 

●地図
ち ず

２ 

川崎
かわさき

支部
し ぶ

 

川崎市
かわさきし

川崎区駅前
かわさきくえきまえ

本町
ほんまち

11-1 パシフィックマークス

川崎
かわさき

ビル 10F 

Q Q 

A A 



 

日语演讲大会                                                 日本語
に ほ ん ご

スピーチ大会
たいかい

 

 

征集《第 7届大家都来讲日语！日语演讲大会》的演讲

选手。每位参与者都可获得纪念品。 

 

时间∶2012 年 7 月 15 日（日）下午 1点 30 分开场 

地点∶大和市勤劳福祉会馆 3楼礼堂 

内容∶演讲时间大致为 5分钟左右。不评优劣，只做讲

评。请预备演讲稿。应征资格为中小学生以上。 

题目∶演讲题目自由，例如：①居住在大和的生活感想 

②未来的梦想 ③育儿感想 ④致东日本大地震

受灾区 等等。请注意不要涉及政治宗教方面的

内容。 

报名∶想报名参加演讲的人，请在设定好演讲题

目后直接到国际化协会，或通过传真、电

子邮件报名。从 5月 1 日（二）起按照报

名先后顺序受理，名额 13 名额满为止。 

 

 

「第
だい

7回
かい

にほんごで話
はな

そう！日本語
に ほ ん ご

スピーチ大会
たいかい

」に出 場
しゅつじょう

する

スピーチ発表者
はっぴょうしゃ

を募集
ぼしゅう

しています。出 場 者
しゅつじょうしゃ

には記念品
きねんひん

を贈呈
ぞうてい

します。 

日時
にち じ

: 2012年
ねん

7月
がつ

15日
にち

（日
にち

）午後
ご ご

1時
じ

30分
ぷん

開会
かいかい

 

場所
ばし ょ

: 大和市
や ま と し

勤労
きんろう

福祉
ふく し

会館
かいかん

3階
かい

ホール 

内容
ないよう

: スピーチ時間
じかん

は 5分
ふん

程度
てい ど

。優劣
ゆうれつ

はつけませんが、講評
こうひょう

はします。スピーチ原稿
げんこう

をつくってください。応募
おうぼ

資格
しか く

は小学生
しょうがくせい

中学年
ちゅうがくねん

以上
いじょう

です。 

テーマ: ①大和
やま と

で暮
く

らして思
おも

うこと ②将来
しょうらい

の夢
ゆめ

 ③子
こ

育
そだ

て

について思
おも

うこと ④東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

被災地
ひ さ い ち

支援
しえ ん

メッ

セージなど自由
じゆう

です。ただし、政治
せいじ

、宗 教
しゅうきょう

について

のスピーチはできません。 

申
もうし

込
こ

み: スピーチしたい人
ひと

は、テーマを決
き

めて国際化
こくさいか

協会
きょうかい

ま

で直接
ちょくせつ

窓口
まどぐち

または FAX、Email でお申
もう

し込
こ

みくださ

い。5月
がつ

1日
にち

（火
か

）から先 着 順
せんちゃくじゅん

に受付
うけつけ

し、定員
ていいん

13人
にん

になり次
し

第
だい

締
し

め切
き

ります。 

 “鹤间读写教室”讲座介绍                           「つるま読
よ

み書
か

きの部
へ

屋
や

」講
こう

座
ざ

のご案
あん

内
ない

 

 

 你是否有过收到了市政厅和学校发来的通知可是

读不懂而感到烦恼？ 

  你是否有过去医院看病时因为不会填写问诊票而

感到烦恼？ 

  在日本生活，总会有很多机会需要读或是填写一些

文件。即便是会读，有时也会因为不了解日本的习惯

和规矩，而弄不清真正含义。 

  来到“鹤间读写教室”，可以学习读写生活当中必

要的日语知识。每个学习小组都会有几个日本人，在

聊各种话题的同时，达到大家共同学习的目的。请“虽

然会讲一点日语，可是读写还是不太行”的朋友赶紧

来加入我们的教室。 

 

时间∶①2012年6月4日(一)、11日(一)、18日(一)、

25 日(一)、7 月 2 日(一) 下午 7:00-9:00 

 ②2012年 6月5日(二)、12日(二)、19日(二)、

26 日(二)、7 月 3 日(二) 上午 10:00-12:00 

地点∶①大和保健福祉中心（从鹤间车站步行5分钟） 

 ②大和生涯学习中心（从大和车站步行 10 分

钟） 

对象∶会读写简单的日语（①和②内容相同） 

费用∶1,000 日元 

主办∶大和市／ＮＰＯ法人神奈川难民定住援助协

会 

申请∶大和市国际・男女共同参画课 

 TEL∶046-260-5164 FAX∶046-263-2080 

 Email: bu_kokus@city.yamato.lg.jp 

截止∶6月 1 日 

 

 

 市
し

役所
やくしょ

や学校
がっこう

からのお知
し

らせが、読
よ

めなくて困
こま

ったこと

はありませんか？病
びょう

院
いん

に行
い

ったとき、問
もん

診
しん

票
ひょう

が書
か

けなく

て困
こま

ったことはありませんか？ 

 日本
にほん

の生活
せいかつ

の中
なか

では、いろいろな書類
しょるい

を読
よ

んだり、書
か

い

たりすることがたくさんあります。文字
も じ

だけが読
よ

めても、

日本
にほん

の習 慣
しゅうかん

やルールを知
し

らないと、本当
ほんとう

の意味
い み

がわかりま

せん。 

 「つるま読
よ

み書
か

きの部屋
へ や

」では、生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な日本語
に ほ ん ご

を読
よ

んだり書
か

いたりする勉
べん

強
きょう

をします。ひとつのグループに

複数
ふくすう

の日本人
にほんじん

がいて、いろいろ話
はな

し合
あ

いをしながら、みん

なでいっしょに勉
べん

強
きょう

します。「日
に

本
ほん

語
ご

は少
すこ

し話
はな

せるけど、読
よ

んだり書
か

いたりすることができない」という方
かた

、是
ぜ

非
ひ

、こ

の教 室
きょうしつ

に参加
さんか

してください。 

日時
に ち じ

： ①2012年
ねん

6月
がつ

4日
にち

、11日
にち

、18日
にち

、25日
にち

、７月
がつ

2日
にち

 

  （月曜日
げつようび

 午後
ご ご

7時
じ

～9時
じ

） 

  ②2012年
ねん

6月
がつ

5日
にち

、12日
にち

、19日
にち

、26日
にち

、7月
がつ

3日
にち

 

  （火曜日
か よ う び

 午前
ご ぜ ん

10時
じ

～正午
しょうご

） 

場所
ばしょ

： ①大和
やまと

市
し

保健
ほけん

福祉
ふくし

センター(鶴間
つるま

駅
えき

から歩
ある

いて 5分
ふん

) 

  ②大和
やまと

市
し

生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

センター(大和駅
やまとえき

から歩
ある

いて 10分
ふん

) 

対象者
たいしょうしゃ

：日本語
に ほ ん ご

で簡単
かんたん

な文 章
ぶんしょう

が読
よ

めて書
か

ける人
ひと

 

 （①と②の内容
ないよう

は同
おな

じです） 

費用
ひよう

： 1,000円
えん

 

主催
しゅさい

： 大和市
や ま と し

・ＮＰＯ法人
ほうじん

かながわ難民
なんみん

定 住
ていじゅう

援助
えんじょ

協 会
きょうかい

 

申
もう

込
こ

み：大和市
や ま と し

国際
こくさい

・男女
だんじょ

共 同
きょうどう

参画
さんかく

課
か

 

 TEL: 046-260-5164 FAX: 046-263-2080 

 Email: bu_kokus@city.yamato.lg.jp 

締
しめ

切
き

り：6月
がつ

1日
にち

（金
きん

）

 


